
 
労使の労働問題を自主的に解決しようとする姿勢や能力を育成し、労使関係の安定と 

勤労者福祉を図るため、労働講座を開催します。ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

    第１部 労働関係情報提供 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

      第２部  講  演 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●対象者 中小企業の労使関係者等（事業主、労務担当者、労働組合、勤労者等） 

●定 員 ２５名 

●締 切 令和６年１０月３１日（木） 

●申込先 受講申込書（裏面）にご記入のうえ、下記までＦＡＸ又は郵送でお申込ください。 

    愛知県海部県民事務所 産業労働課    〒496-8531 津島市西柳原町１－１４ 

ＦＡＸ ０５６７－２６－４０４０     電  話 ０５６７－２４－２１３３ 

主催 愛知県 

受講料

無 料 

「事業主に求められるハラスメント防止対策について」 

講師 愛知労働局雇用環境・均等部指導課 

       雇用均等指導員 遠峯 利美 氏 

「ハラスメントを防ぐ労務管理と適切な指導・処分」 

～ 安全で働きやすい職場作りのための実践法 ～ 

講師 まつした社労士事務所 所長 

特定社会保険労務士 松下 操 氏 
 

（１３：３０～１４：２０） 

（１４：３０～１６：３０） 

講師プロフィール 

  平成２０年 まつした社労士事務所開所。 

 愛知県内の中小企業に対し、入社退社、労務管理 

 メンタルヘルス対策、ハラスメント防止等 

企業の実情に沿った伴走型支援を行っている。 

 
 



 
※ ご記入いただきました個人情報は、本講座の運営管理のみに使用させていただきます。 

 
 

愛知県海部総合庁舎へのご案内 

愛知県海部総合庁舎への交通アクセスを掲載しています。 

   ※なるべく公共交通機関をご利用ください。 

 

□ 労働講座（1１月７日（木））受講申込書 □ 
 切り取らずにこのまま送信してください。     ＦＡＸ ０５６７－２６－４０４０ 

※受講票は発行しませんので、当方から特段の連絡のない限り直接ご来場ください。 

企 業 名 

団 体 名 
 電話（     ）    － 

住   所 
（〒     －       ） 

受 講 者 

氏名 
所  属  名 

（役 職 名） 

 

氏名  

 

【交通機関利用の場合】 

 

＜名古屋方面から＞ 

・名鉄津島線（津島・佐屋・弥富 

方面行き）利用 

＜一宮・弥富方面から＞ 

・名鉄尾西線利用 

いずれも「津島駅」下車東へ 200m 

 

＜名鉄バス利用＞ 

「津島サンガーデン」バス停下車

交差点「今市場町４」から 

北へ 100m 

 


